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1932年のアニェツリ提言をめぐる覚書

一一「大恐慌Jとイタリア・ファシズム

丸山 優

I はじめに

1929~30年の世界恐慌のイタリアへの波及を政府当局が公式に確認したのは，

193日年 5月20日，下院にお円る協同体相ポッタイのつぎの発言においてであろ

うロ 「イタリ 7tlけが野況を享受しうると言い張るのは馬鹿げているといえま

しょう。我々もまた我々なりの困難，難題，危機に直面しております。」υ(傍

点は筆者，以下同様〕

「新しい指導階級」っくりを目指すポッタイは同時に，この演説ならびに 5

月27日の上院演説で. I国家指導経済Jdirigismo志向を公言した。日<. I危

機(恐慌〉の期聞が長いか短いかは大部分我々の指令に，その指令が我々の能

力や我が国の情勢の要請に適うものであるか否かに係っています。 ー 景気後

退〔恐慌〕の現局面を乗り切るのに必要な努力を，自己目的つまり恐慌そのも

のが終わると消滅すべきものとみなすのは，大間違いでありましょう。そうで

なく，努力の成果がし、わば揺るぎないものにならなければなりません」と O す

なわち，国家の経済介入が従来のように苦境に陥った民間企業の放済にとどま

るべきでな<. r我が国の労働・生産能力に最大限の効率をもたらす」計画的

介入たることが必要であり，そのためにはまた，財務省でなくファ rズムに固

省な協同体省 r言葉の技術的な意味でな〈政治的な意味での経済省」が国民
νグーム . 

経済の中枢. Iファ、ンズム体制の経済政策省J I経済計画ノ酋」にならなければ

1) G. Rasjl (a cura di)， Annali dell'eco叩 miaitali側 a，vo1. 8: 1930-1938. tomo 1， Milano 
198.'1， p. 186 
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ならない， と"。そして，この発言と前後して， r自由主義的資本主義」と「ポ

リシヱヴィメム」とに対抗する「第三の道」たる「協同体制度Jslstema cor-

porativo 0 corporativismo の具体化をめぐって，俄かに活発な議論が展開さ

れるようになった。すなわち， 193臼年5月 2-3日にローマで聞かれた第1回
^ーペルカピタリズ.

峨業組合・協同体研究会議を正式り起点として，諸経済大国の「超資本主義」

(ムッソリーニ〕がひきおこ Lた世界恐慌からイタリアを救い，かっ，ファシ
州同リテイカ .，ノーミカ

ズムの国際的威信を高めるような「経済政策」は何か〈どんな国家介入主義
aιョ1'"ーア ボリテイカ

か)，それに見合う新Lい「政治経済学」は何か， とし ιう討論が高拐していっ
グヲ γデタ~ -!.' 

た。これは「ファシズム革命」論の再燃を促し r大恐慌」が底に至る頃の

1932年 5月 5-8日にフェ ρ ヲーラで開かれた第 2回同研究会議にF その最も

華々しい舞台を見出すことになる九
νターム

一方，ファシズム政権が実際に行った恐慌対策は， 日ヲを r1ポンド =90リ

ラJquota 90に切り上げた1926-27年以来のデフレ政策の強化にほかならなか

った。ファ γズム政権はなかでも 1930年10月末に，他国に先駆けて， (1927年

11月 1日以降の20%ヲlき下げに次ぐ二度目の〉賃銀・給与の一斉引き下げを指

令した。これに応じて次々と締結されていった労働協約は，同年12月 1日から

工業労働者にとっては 8%，農業労働者にとっては1O~25%の賃銀引き下げ，
ホヲイトカヲー

公務員を含む職員にとっては 8~1O%の給与引き下げを規定するものであっ

た九しかしながら，恐慌の深化に伴って，再度の引き下げ指令を求める使用

者側の要求1:1:，繊維業界を筆頭に日増しに強まっていった。これに応ずるとと

は，一部のファ γ スト指導者の限にも，仮死状態の病人(国内市場)の首を締

めるに等しい業に映った。たとえばポッタイは， 1931-32年の冬にムッソリー

2) R. De Felice， Mussoliπi il duce. 1: Gli allni del 印 刷師SO，Torino 1974， pp. 162-63 
3) lbid.. pp. 11-18 この論争についてはS・ラナーロや G'サントマッ γそり研究のはかに，
cf. P. Bini，“11 sarario‘corporativo・neglistudi economici fra due gllerte in R. Fauc 
口 (a cura di)， Gli italia削 e Bentham: DaUa “felicita pubblica" all沼田n，"弔問 del ben-

essere， Milano 1982， vol. II， pp. 252-83; F. Marcoaldi，“ Corporativismo 'keyneslano' 

statalismo cattolico: Alberto De Stefani"， ivi.， pp. 285-301. 
1) Ibid.， pp. 67-68 
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ニに宛てた覚書で， Iもうこれ以上，労働憲章や人間の忍耐心が許容する限度

を超えて，労働者の犠牲を強めない」ょう求めるほどであったヘ
フイ-7>

こうした状況において， 1932年 6月末， 自動車産業を中心とする FIAT Y 

ノレープの総帥で上院議員でもあったアニェッリ GiovanniAgnel!i(l866-1945) 

が国の内外に向けて，日給・週給を変えない(週48時悶から:;6時同への〉一斉

労働時間短縮， したがってまた雇用拡大(失業再吸収)と賃上げ(所得支持〉

による園内市場拡大を大恐慌」解決策として提唱した。アエェッロのよう

な有力者の，少なくとも労働政策に関するイタリア政府や工業総連盟の公式態

度からの突然の離反は，内外の政界，経済界，労働界でかなりの物言語を醸した

(管見の限りでは日本にほ伝えられなかったが〉。この提言は，結果的には受

けいれられなかった。政府や工業総連盟はもとより，上院議員エイナウディ

Luigi Einaudi (1874-1961)に代表される古典的「経済自由主義Jliberismo 

の立場が優勢なイタリア経済学界も，元財務相デニステーファニに代表される
ヨルポルテイすイスタ

正統派の「経済自由主義的」ファシ兄ト協同体制度論者も，これに同意しなか

った。しかし， このエピソード自体は，叙上の状況との関連でーーサノレヴェー

ミニが「泰山鳴動して鼠一匹J" と評した協同体制度論争とは別個に一一ー「大

恐慌」に対するイタリアの政治的，経済的支配層の対応のなかでとくに異彩を

放っており，今日の眼(また ECの動向〉からみてもまことに興味深い。

以下の小稿では，まず，提言自体に即してアユェッリの真意がどこにあった

かを探ってみた"0カ?>lロノーヴォやサベッリによってすでに検討済みの事

柄に見えるにもかかわらずU，敢えて繰返すのは，第一に評価がまだ定まって

5) Ibid.， pp. 68-69 ムッソリーェ自身， 1931年4月2日にイタリア株式会社連合総会の席上で
「解毒剤が毒に転化するJ~Jft:を口にしていたが 。B目 MU5solini，Opera omta'a. vo1. XXV， 
Fjtenze 1952， p. 133 

6) G. Salvemini，“ Sotto 1a scure del fascismo "， Sritti sul fascismo， vol. I1I， Milano 1974， 
p. 111 

7) V. Castronovo， Giovanni Agnelli. Torino 1971， pp. 502ト12;G. Sapelli， Fasc-ismo， grande 
叩 dustriae sindat:lltn: II caso di Torino 1929-1935. Milano 1975， pp. 49-60; Id.， Organiz. 
zazione， lavoro e幻問。ψaziQne!'ndustrialeηe{l'[talt"a tTa le due guenι Torino 1978. pp 

127-42 
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いないと考えるからであり，それ以上に第二に，ファ fスム体制の歴史記述に

おいて，而名のようなトリーノ史の研究者の手になるものは別として，通例こ

のユピソードが等閑視されているからである〔今日最も周到なファシズム史と

目されているR ・デ=フェリーチェの「ムッソリーニ伝』然的。

ついで，この提言に対する国内の反響を概観した後，ェイナウディの反論を

別個に取り上げる。そ白理由は，こ田反論を通じて〔またムッソリーニや金

融・財政当局高官の彼との内面的呼応関係を介して〕ケイ 1 ズ政策がイタリ f

で早熟的に否認されたということを(仮説的に〉強調したし、からである。

最後に，産業の総帥たる「イタリア白ケイ γ ズ」が恐慌期末期にどんな景気

回復策を打ち出すに至。たかを明らかに Lて， 1932年 6月末の「事件」の検討

を締め<<りたい。

11 1932年の7ニェッ 1)提言

1. 1932年 6月の会見談

アニェッロは1932年 6月26日，アメリカの通信社『ユナイテッド・プレス』

と会見L，すでに FIAT重役陣の討議を経て同年 3月にム vソリーニに送付
インタグ昌弘司

されていた自らの世界恐慌認識と解決策の提言とを，会見談の形で公表した"'。

同時に FIATは，社長の構想への賛同を求め，圏内外で世論工作を開始した。

会見談の内容は以下の 5点に要約されうる。

①恐慌の原因と特質一一「大恐慌」は1920年代特有の資本主義発展の態様に起

因する。つまり「産業合理化」の矛盾の累積結果である。

「あらゆる恐慌白原因は生産と消費り不均衡つまり生産と購買力の不均衡

にあるJo f1.、ま全世界で購買力が著しく減退し亡いる」。だが，いま失業者

は欧米とオ 九トラリアだけで25日0万人に上るという。 Iこれほど大規模で

これほど根深し、恐慌は.かつて一度もなかったと思う」。な百こうなったかっ

8) 会見談は『ボーポロ・デイタリアJlf:'-，は 6月29A，地元紙「スタッパ』には6月30日に発表さ
れた。以下の情報は，煩墳になるりを避け逐ー表示しないが， 7)白土献による。ただし，ベージ
はそ町限りでない。
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機械化・合理化の進展が，生産能力を「休むことなく」増進する一方 I徐

徐に」労働者の雇用を減らし. 'IJj動告ら議負カを減らしたからだ。大量失業

は「いまやかつてな〈級密で繊細になった社会の阪淋に開いた傷口が化膿し

たもの」である。まさに今次恐慌は「ありきたりの周期的恐慌，いわゆる循

環性の恐慌の一つであるだけでなく，世界経済の荷主全会I~ if;ら~fe;換でも
ν~~巳フ "'_1. ν;;-¥:-';;-¥: 

ある。J I重農主義の『自由放任・自動調節』の公理をもってこの恐慌が自

然消滅すると結論づけるのは，安易である。呑気すぎる。」

②中心課題一一「失業を減らしなくすζ と」。 ιれは「時局の至上命令Jim 

perativo categorico della situazioneである。

何よりもまず政治的=社会的に。 Iこの苦悶の問題を解決Lえないとなれ

ば，我々は我々の経済シユテムに疑いを抱かざるをえなくなろう」から。さ

らにまた経済的にu 工業が失業者を再雇用 L労働者の購買力をふやすと左に

よって Lか景気回復は保証されなし、から。 Iあらゆる経済的建築物の土台は，

どんな社会体制でも，肉体労働の報酬つまり賃銀である。生活必需品の分野

で消費機械を動かすのは労働者の支出であるが，宥f多品についても同じであ

る。というのは，前者の財の生産者=販売者は自己の生産物を売って初めて

後者の財を購入する資金を手に入れるからである。」

③解決策の提言一一「労働時間を短縮し，その分だけ逆に賃銀を引き上げるこ

と」。

7メリカやイギリエえで採られた「単に貨幣的な性格の応急措置」は，景気

循環を抑えるだけで「問題のポイ γ ト C生産と消費の関係〕を品しも変え

ず」逆に経済構造に悪影響を及ぼす。かかる「上からの措置」は倣うべきで

ない。また，ムッソリーエが提案した戦債帳消しも，恐慌対策としては効果

がない。もし実現されても債権者たる国々が「失業救済のために毎年負担し

ている額の%以下の放棄にしかなるまいJから。一方，失業拡大の治療法と

して労働時間短縮は有効である。しかもその必要性は「アメリカ労働総同盟

[AFLJのFリ ン会長によって主張されている」し Iジュネーヴ [TLOJ
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では労働者側の週40時間動議が採択された。J iしかし，労働時間短縮が単

なる痛み止め(一時しのぎ)に終わらないことを人は望んでいるとすれば，

これだけでは不十分である。失業を抑え克服するには，対策が有機的であっ

て悪白根源に子をつけるもりでなければならない。」

④解決策の理論的根拠 ιの措置による購買)J上昇のテンポや度合いは，質
， ト守->"ν

上げに伴う生産費上昇のそれらを上回る o この聞きが景気回復の「呼び水」と

なるo

「生産費は人件費ばかりでな<，他の諸要素の費用からも構成される。後

者は，少なく左も既存設備が飽和状態になるまでは，生産増加につれて減少

してしぺ。それどころか，賃銀上昇が生産費にほんのわずかしか影響を及ぼ

さない産業もある。」電力業，海運業等々。 i両者の開きが景気回復に役立

つマージンとなる。つまりフラン兄人のいう『アモノレサージュ(ポンフ。の呼

び水)~，イタリア語では『アデスカメント』だが，経済機械を再ひ始動させ

るきっかけ・刺激となる。」

⑤適用範囲の提言一一この措置は，国際条約によって国際的にも一斉・一律に

実施されなければならない。ただし，経済大国子 -"V:hの率先垂範はむしろ望

ましい。

「ある工業がより完成した新しい機械を用いたとき，その工業が労働者を

解雇するのは不可避であろう。」だが，提案した措置が一律に実施されるな

らば「一定の限界内で，解雇された労働者が他の労働分野で再雇用される ζ

とが可能になる。Jiそれがもう小可能になり新たな失業が巨大規模に達した

ときは，その都度，均衡を回復するために同ーの労働時間短縮措置をもって

ζれに対処」すればよい。むしろ重要なのは，この措置を先に実施Lた国が

国際競争で不利を被ることを回避するために，国際条約を結んで各工業国が

一斉に実施することである。機は熟している。 s時間労働日に関するジュネ

ーヴ条約(1919年〕を範とすれば， i労働者の稼得に関する条項を備えた週36

時間ないし32時間の労働時間条約〔の締結〕がどうして不可能であろうか ?J
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「自国産品の大部分を[国内市場で〕吸収しうるある経済大国が，一国だけ

でもこの措置を実現し，他の国々に範を垂れること」は，これと両立しうる。

2 提言の特徴と背景

この発言が国内以上に閏外の好意的反応を狙ったものであったことは，以上

の紹介からも明らかである。そもそも，アメリカの通信社に初めて自己の構想

を披露したのは，外国紙に紹介されるのを期待したからにほかならない。

アニェッリが好意的反応を期待した国外勢力とは，第一に，一般的に， ILO 

加盟各国の政府や使用者団体，またとくに労働組合である。事実，彼の発言は，

FIATのi作も与って，スイスやイギリ λ の労働組合と並んで， とりわけ7 ラ

ン月労働総同盟 (CGめとフラン凡社会党の中に広汎な同意を見出すことにな

る。 CGTは，会見に先立つ 6月1日に，週40時間への賃下げなき〈時間賃銀

を切り下げない〉時間短縮の請願を提出した当の労働組合であった。第二はソ

連の政治指導部である。 I大恐慌」の出現を資木主義的経済システムの社会主

義のそれに対する「体質的劣等件」の証明とみなした彼らの意見合宿かに耳に
〈だん

したことが，会見設定の直接のきっかけであった(件の「我々の経済-./7.テ

ム」とは資本主義のそれ一般を指す〉。ここで FIATとソ連経済との格別の結

びつきを想起しておこう。 FIATは， 1920-26年にポーランド FIAT(1920年

11月設立)を足場に東欧市場に進出し， 1926-29年にソ連市場にも触手を伸ば

した。同社のソ連への自動車・同部品輸出はこの期間に 4倍以上になり，その

シェアはアメリカ (47.7%) に次いで第2位 (19.15のを占める。 I大恐慌」

期にはむろん，ソ連市場が絶好の販路となった。 1931年末一一両国の通商条約

調印は 4月27日 のソ連からのポーノレ・ベアリ y グ発注総額は， トリーノ，

ヴィッラノレ・ベローサ両工場の年間生産の60%に相当する (634万200日ドノレ〕。
J ゆ，，~ア

さらに同年10月， 12月にそれぞれFIATは，技術輸出を約束した同社とソ連政

府との「科学協力多年度協定J(1日30年)に基づき， 外国の競争を排して， モ

λ クヲにおけるポーノレおよび戸ーラー・ベアリング工場。建設，より大規模な

軽合金工場の装備を請け負っていた。最後に第三に，この発言は，大統領選の
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選挙運動たけなわのアメリカにおける賃下げなき労働時間短縮の率先垂範を期

待したものであった。つとに国内市場でアルファ・ロメーオらを庄倒し独占状
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の名のもとに

ムッソリーニに働きかけて，最終的には1930年11月20日の布告(外資企業の自

動車製品に対する高率関税賦課〕

「国内産業の防衛」1928-30年には，態を確立していた FIAT

さフォード社のトリエステ進出，によって，

らにジェノヴァ進出を封殺していた。今度は大統領選を機にアメリカ産自動車

アメリカの競合企業の国際競争の脅威が少しでも減ずること製品の輸出庄力，

アニェッリ発言を「ι ューディーノレとみて大過あるまい。逆に，を期待した，

内需をふやすことで外需減退ににおけるローズヴェノレトの政策主張に倣って，

時期の点でも内容J二でも軽しようとする提案と評するグアレノレヱはベ対処」

率の詩りを免れないであろう。

このように一一一1925年以降自動車中トラクターの月賦販売により国内市場開

発に力を注いできたとはし、えーーまだ国家発注以外には輸出拡大にこそ発展の

可能性を見出すイタリア自動車産業の総帥にふさわしい，すぐれて国際次元の

戦略的発言であったことに.アニエヅリ提言の第一の特徴が求められる。

第二の特徴は，賃下げなき一律労働時間短縮法一一1933年 1月20日付エイナ

ウディ宛書簡(以下「第二書簡J) でいう「自然的諸力を助ける」山画家介入

ーーが実施されれば，シュンベータ一流の革新的企業は恐慌期でも合理化運動

から後退しなくともよい， とする(閉鎖経済モデルでも通用する〕主張に見出

される。慣用に倣って「工業Jindustriaを適宜「企業」皿presa に読み替え

彼の主張はこうなる。機械化・合理化を進める企業(大企業〕はそれに

業
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れば，

伴って一部の労働者を解雇せざるをえない，

り理由は専ら「技術的Jである，他方，

もはや長時間労働に依拠滞的な」企業(中小企業〉や産業部門〔千工業)は，

自己保存(遊休設備の活用〉のためにはより多数の労働者

9) G. Gualerni， Lo Stato同 dustriaZein Italia 1890-1940， Milano 1982， p. 57. 
10) G. Agnel1ー-L.Einaudi.“La crisi e le ore di lavoro "， Riforma Sociale， gennaio-febbraio 

1933，ζ乙で怯 L.Villari. Il cap-italismo italiano del Novecento. Bari 1975， p. 277 

しえなくなるので，



19.32年目アニェッリ提言をめ<'る覚書 (371) 47 

の雇用(危険負担が小さい生産喰投資〕に頼らざるをえない，かくて失業者の

再雇用が不可避となり，経済システムは整然と機能する，と。第 1表はェイナ

ウディとの対質のなかでアニェッリ自身が定式化したものであるが，そこに示

されるとおり，これは停滞的産業部門に対する価格支持(実践的には「リフレ

ーションJ) の提言と一体になっていた〔第 1表の dとeを比較せよ〕。別言す

第1表 アニェッリによる労働時間短縮白結果の予想

l酬導入 l 機械導入以後

以 前 停滞的産業|進歩的産業|合 計

a， 1日目総労働時間 800 400 200 600 

b 労働日(労1働自者の一労働人時当間り¥) 8 6 6 6 

c 雇用労働者総数 100 66.66 33，33 100 

d 生産量(財単位〕 1C日 50 70 120 

e 生産高〈貨幣単位=ドル〕 1C日 60 6日 120 

f 賃銀総額(労b働l者日一1人ド当ル¥) 

g， 投に資対す〈発る明報者酬=貯蓄家〉
53.33 

h， (，)ー(1)ー(g) 6.66 +6.66 

〈出典〉 第二書簡(L.Vlllari， Il catitalismo， cit.， p. 276)。

ればそれは固の工業発展・技術進歩の使命を大企業に委ねる一方，中小企

業・手工業もまた価格支持を媒介として労働者の雇用拡犬に上って存続し経済

成長に寄与しうるとする経済の「二重構造」活用論であった。個人=小規模企

業の自由競争の理想に立脚したエイナウディ流の考え方が優勢ななかで，これ

は一一彼自身はなお合理化が中小企業の犠牲のうえに生ずるとの見解にひきず

られた点を措けぽ一一イタリア企業者史上画期的な主張といえよう山。 7ニェ

ッリは1933年 1月5日付ェイナウディ宛書簡 (i第一書簡J)で2500万人の失業

者があたかも全て「技術的失業」に由来するかのような議論を展開するがm，

11) Cf. F. Amatori，“ Entrepreneurial Typologies in the History of Industrial，Italy (1880 

1960): A Review ArLicleヘB山illessHulury 丘町iew，vo1. LlV. n. 3， Autumn 1980， pp 
359-86 

12) L. Vi1lari， Il catitalismo. cit.， pp. 254-55 
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これは方便にほかならない。 ι現に彼の後継者たるヴァッ νッタは1932年 9月に

すでに w非合理的世界における合理化』と題した論文で，失業は決して I工

業生産の科学的組織化」のせいではないと明言していた。彼らにとって，恐慌

と失業の原因は本当は「商業・信用メカニズムが合理化されなかったばかりで

なく停止・分断されさえした」こと，つまり政治的性格の諸要因に基づく貨

幣・交易手段の乏しき (r関税障壁の高進，輸入禁止・割当制，外貨統制，信

用逼迫，全般的不信J) なのであった1ヘにもかかわらず， r労働編制が技術編

制の転換と同じ速さで転換される」凶ならば工業生産の合理化，したがってま

た資本主義的経済γ月テムは安定的に発展しうると主張したのは，そのことを

通して企業νベノレの合理化を政治νベノレの合理化(市場の組織化〉まで拡大す

るζ とが緊要だと示唆Lょうとしたからである。

第三の特徴は， ζ の「合理化の政治レベルへの拡大」に係わるのだが r自

由放伝の終駕」を宣言する一方. r百家指導経済」をも拒絶しているととであ

る。前者は会見談から明らかである。後者についても，アメリカやイギ y7-、の

応急措置に対する評価や，公共事業の「呼び水」としての役割に敢えて言及し

ていないことなどから窺い知ることができる。しかし，アニェッりの真意を把

むためには，やはりヴァッレッタの所説の参照が有益である。彼はまず前掲論

文で，諾別害の自然的調和の想定がもはや通用しない以上「禁止保護関税」な

どの「人為的」諸制度の累増を時の流れであるとして「絶対的自由貿易」の主

13) P. Bairati. Vitωrio Valletta， Torino 1983， pp. 70ー71.因みに， フォード主義高責銀政策
を1931年3月に「アメりカに特殊な社会拍療法」として斥け， 1932年5月7日白ミラーノ国際研
究会議で V.ア毛ローソと協同して行った報告では "It米の超資本主議に土門て称揚きれ実行さ
れた精神錯乱」とまで舌暴に攻撃した当のデ=ステーファユは， r世界経演全体がいまや管理経
済白じQlloutialnanovrata)である」とし、ヲ書き出しで始まる1920年の論文では，過剰生産の原因
を技術的合理化に求めて「我々 の生産技柿はあまりに合理化されすぎた，後退する必要がある」
とする民合埋化論者を「根底まて掘り下げようとしない」と非難し，自らは，いまは昆悪の境遇

にあるが「将来歴史によって赦免される」石室ι金主主lこ与した。伎によれば. r世界由経済管
理が合理化されなかったJこと. r世界を秩序立てるつもりで経済管理が世界にひきおこした
カ オ 汎

軒秩序J(信用イ γ フレによる工業装備とこれが外債償還のためのもりであることとり矛盾〉こ
そが問題であった。A.De Stefani.“Economia manov回目 inL. Villari， op. cit.， pp. 241-44 

14) L. Vil1ari， op. cit.， p. 255 
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張を排すと同時に， この流れに樟きした「貿易の自由を最小会主薮とする」

「商業・信用メカニズムの合疋比」が必要であると主張1..-，そうした「国際的
キヤプテ γ

な組織化と規制」のためにはアニェッリのような国際的威信を有した「近代産
げイザストト

業の総帥」の参画が不可欠であることを示唆した。ついで1933年 1月の論文

「テクノクラシーについて』では，アメロカで台頭Lた「技師の統治」論に寄

せて，こう述べた。 I進歩の道筋は決して真ョ直くではなく，曲がり〈ねった

ジグザグの道であるJ，テグノグラ、ンー仮説を極限までおし進めてもなお「生

産と消費の関係の問題」は解決されない，それは「財の分限・取得に係わる官

僚制を整理整頓する大問題」であり偏見や怠惰や怯儒やもはや明らかに現

代の社会的現実に合わない習慣やらを克服して工業を刷新した革新的勢力

(forze innovatrici) の恒常的動員」を要する，と。つまり，経済の合理化は

「技師の統治J (ファシスト官僚の指導〉に委ねるのにはあまりにも繊細で重

要な課題であって I類い稀な指揮と進取の能力を備えJ I命脈尽きたへンリ

ー・フ元一ドのイタリア版であるどころか現代の先駆者たる」アニエッリのよ

うな人物の政策決定過程へのより有機的な編入が必要である，と'"。このよう

に，アニェッリ提言は，民間主導による経済の国内的，国際的組織化を提唱す

るものであった。

指摘しうる特徴は，もちろん以上にとどまらない。たとえばグラムシは，工

業経営者と労働者の二分法による社会モデルの単純化， これによる農業改革白

必要性や寄生的・投機的利子生活者階級の存在0)等閑視を指摘した問。しかし，

行論上はこり 3点が重要なりである。

3. 圏内での反響

15) P. Bairati， op. cit.， pp. 71-73 ムッゾリーニもドイツ町新聞でテクノクラシー論を批判していた
(Hi33年2月5日〉。その論文は園内では発表されなか弓たがu Cf. R. De Felice. op. cit.. p. 173 

16) A. Gramsci， Quaderni del caγcere. Torino 1976， pp. 1347-49 なお，大京化し「群集の旋
に追従するJ I~，j 者の〈投機的〉株主」の重みを強調し「もはや『健全経営』は存在しない」

とするグラムシの主張は，ケインズの「利子生活者階級の安楽死」論を訪揮させるが，一般論と
してはまだLも，当時のイタリアに即していえば，難行・産業企業問。J株の持合いによる妹式市
場申経済的意義の低さを考慮に入れないものであったo



50 (374) 第 136巷第4号

アニェッリ提言は，労働時間短縮に関して，ジュネーヴでイタリア政府代表

や使用者代表がとった態度と低明らかに異なっていた。前者 CG・デ=ミケ U

;<，)は労働時間短縮の恐慌対策としての有効性は認めながらも賃銀条項の付加

に反対し，後者 (G・オリグェッティ)はゾヲンλ 財界と同様労働時間短縮そ

のものに反対Lた。両者は， 会見談が公けになるや宜ちに反論した。政府紙

『ジ三ノレナーレ・デイタリ 7~ は 7 月 7 日 デ =7，、テープァニのかねて由主

張と同様に 「フォード主義すなわち高賃銀=労働時間短縮の理論は，すで

に発祥地アメ Uカで破綻している。J Iインフレ政策の実験も，これまた哀れ

にも各国で即座に失敗Lたlと言明し一蹴した。一「業総連盟もまた， 7月12日

の評議会でつぎの決議を採択した。 I賃銀水準の向上は，生産事情と公共経済

との好転の結果でしかありえない。J I人為的賃上げが工業のリズムを速め，

勤労諸階級の福祉の向上，全般的な繁栄の増大をもたらすなど断じでありえな

い。J Iむしろ我々はいっそうの賃銀引き下げの道を歩まなければならない。」

工業総連盟は，つぎの事実がデフレ政策継続の正しさを立証しているとした。

①価格支持政策と賃銀削減とが利潤増加を可能にし，生産減少を部分的に穴埋

めL，自己金融により外資不足に対処し，工業の構造再編を継続しうるように

した。①安価な労働力の密度の濃い充用が輸出商品の価格競争力を維持した。

②原料の乏しし、イタリ 7では，賃銀削減が消費抑制になり，一方で国際収支の

赤字を減らし，他方で投資財に用いられる資源の比率を高めたmo

ファ Y スト系新聞は I・バノレポの「コッリエレ・バダーノ.B H!BOを除いて皆

同意しなかったが Iアァシλl工業労働組合JConfederazione Nazionale 

dei Sindacati Fascisti de1l' lndustriaはアーェッリ提言支持に回った。その

機関紙『ラヴ 4 ーロ・ファ Jンスタ~ (ローマ)は 6月30日直ちに I労働時間

短縮の原理を承認した国々に対しては，場合に応じて.....イタリ 7の関税障壁

の Y ヤザターを緩める」ことにより 7ニェッリ提言の実現を保証するこ止が必

要だ， と言明した。のみならず1932年中の ILOの会合では，同代表U ・クラ

17) G. Gualerni. Industria e fascismo， Milano 19百i，pp. 91-92 
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ヴェ Y ツアーニ〔トリーノ出身〕は「労働者に対する労働時間短縮と賃銀維持，

ワまり労働者の購買力引き上げの哩想をまもる」べきだと主張し続けた。同組

合は，アニェッリ提言の実現不能性ないしプロパガγ ダ性を見越したうえで，

これを，労働者の経済的利益の守り手を標携し (7，ピ ロトのようなファシス

ト協同体制度論者によって〕否定されかけていた労働組合としての存立を確保

するのに利用しようとしfのであるロ

これに対~，経済自由主義の経済学者E ・コノレピーノは. (デ=兄テーファ

ユの名を挙げて〕インフレ路線への逸脱の危険をもっと非難すると同時に，現

行の均衡の移動の犠牲は最終的に誰が負うのかという問題を提起した。彼は，

アニェッリ提言を大都市での工業家=労働者ブロッグの再現を狙うものとみな

し，これが実現されたなら大多数の自作農，小作農，手工業者が犠牲になりフ

ァシズムの大衆的基盤が揺らぐと主張した18)。旧改良主義者たとえばR・リゴ

ラも， ミラノの合法労働誌『プロプレーミ・デノレ・ラヴォーロ~ 1932年 9月 1

日号で，アエェッリ提言は「機械工業の 部の特権的部門とくに自動車工業で

しか通用しえない」とみなした。他方，共産主義者の非合法雑誌「スタート・

オベライオ~ 10月号は，アニェッリ提言を「テゃマゴギー的陽動作戦」と捉えた。

FIATは1930年の賞銀引き卜げ指令を熱烈歓迎した企業の つであり，現に労

働者解雇を継続していたから Cあり，また，提言公表の時期がちょうど10%賃

銀引き下げをとりきめたファシ只ト労働組合との企業内協定一ーとはいえトリ

ーノ全県の工業労働者に波及することになるが の調印の時期と重なったか

らであるm。

193:1年 1月，第一書簡のH付以前に，ジュネーヴでは賃銀維持を先決事項と

する労働者動議が否決され.応分の賃銀引き下げを認める単なる労働時間短縮

18) E. Corbino.“La riduzione del1e ore di lavoro" (1932)，現在は Cinquant'anni di vita 

econo附 caital叩 la，1911-19日， Napoli 1966， vol. 1， tomo 1， pp. 212-15所収。
19) FIAT工場の労使関慌に関しては193C年の調査がある(lLO，Stud附 onlnd削 trialRelatωn，. 

II， Geneva 1932， pp. 24-73)が， 恐北前期の実態はまだ明らかにされていないように思われる。
オ一日口酔，-

「聴き取り史」田社目すへき成果， L. Pa宙開ni，Torino operaio e fascismo， Bari 1984はこ
の点に弱点目 つをもっ。
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に賛成する動議が，イタリ 7政府代表も与Lて可決された。ファシエト労働組

合はこれ以降一転して，そうした週4日時間法の「獲得」を目指すことになる。

7エェッリ提言はここに挫折した。とはいえ，それはアニヱッ日 =FIATの政

治的影響力の低下をもたらしはしなかった。その逆 Cある。 1年前の1931年 6

月時点ではトリ ノ・ファッショの書記により「ファ V ズムを信条としている

か怪L¥、」と評された「トリーノ工業の専制君主」は，この過程では「反ファ

三ノズム」の非難を受けず，さらに1932年10月24日のムッソロ一三の FIAT訪

問と引換えに彼から PNFへの入党を勧められるに至った。アニヱヅリおよび

FIAT貰役の党員誌は， トリーノ(1871年の遷都以来反ローマをつ釘L市~寂と
してきた都市)の工業家一般に対する「反ファシズム」の V ッテノレを鳴物入り

で否定した。かっそれは I保護された独占」としての FIATの地位を確立

Lた決定的文書であった。 FIATはムッソリーェから，新車「ノミリッラ」の 1

年半にわたる流通税免除とともに国有鉄道管理局による自動車輸送制限措置の

撤廃， トリーノ・ミラーノ問自動車道(1932年10月落成)建設交付金の増額，

最初の鉄道自動車「リットリオ」の政府発注の約束をすでに1932年 4月時点で

獲得していたのだが，ツ連への輸出の伸びやベドー oVλ テム導入による雇

用・賃銀削減と相まってこうした政府の措置により， 1931年の生産崩落(3万

5615草稿→ 1万8807車鞠〕から立ち直ったばかりでなく 1932年末から新たな発

展を開始することになる。

III エイナウディによる7=エヴリ批判ならびにケインズ政策の否認

アニエヅリ提言が「ケイ γ ズ主義的預言J (カ月トロノーヴォ)であったか，

それとも「し、かなる真に『ケイ γ ズ主義的な』仮説ともひじようにかけ離れた

ものJ (サベッリ〉であったのかu その解答はケイ γ ズ解釈に左右されよう 201。

20) カストロノ ヴォ白判断は「アニェッ U がI~態位然たるデフレ広東的基準から離れて，新たな

かたちで生産と消費の関係，貯蓄と投資の関係を重視したJ(p.51のことに置かれるが，サベッ
リは「ケインズ自問題担起の現実的・史的展開を考えに入札てもなおJ(p. 57)ケインズ的でな
いとする。しかし，西部遁『ケインズ』岩波書庖.19田年におけるケインズ解釈を前提とすれノ
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だが，彼の立場を最初にケインズになぞらえたのは，エイナウディであった。

彼は1933年 1月10日付アニヰツ市宛書簡で，アニェッロの主張はケインズ白

『説得論集』を想起させるとし，直接には自らのケインズ批判論文『閑暇の問

題~ (1932午)に，間接にはケイ Yズ『自由放任の終王寺~ (1926年〉以降募らせ

てきた自らの反ケイ"/;Z;感情に， “同胞""7土品ツリの注意を促Lた20υ

エイナウデ 4は 1究極目的や長期的な事態の進行」に関しては異論はない

としながら，①「短期〔の事態Jやr次的摩擦」に関して評価が異なiS，①意

見対立は要は「時間」要因に関する慎慮の有無に由来する， と以下のように要

約される反論を“懇切丁寧に"行う。

①技術進歩は全分野一斉に普及するものではない。必ず「進歩的クツレープ」

と 11亨滞的グループ」との分肢が生ずる。仮に等分に両グループに別れ，進歩

的グループにおける労働生産性が 2倍になり，そこに全分野一斉の労働時間短

縮が強制的に実施されたならば〔第 1表参照J，停滞的グループは一一生産単

位即貨幣単位なので 生産高のy， (16.66)の損失を被る。この損失は，同グ

ループに雇用される労働者の賃銀の%引き下げに転嫁されざるをえない (1自

然発生的反動J) 。人身緊縛制を前提しない限~ ，そこに危機が生ずる。これか

ら脱するには，強制・均等の労働時間短縮シ旦テムをやめるしかない。かくて，

「進歩的グノレーブが機械による失業の費用の大部分を停滞的グループに転嫁し

ようとしたJ 1不安定な」 γλ テムは失敗する運命にある。

①アニヱッリは，その経歴にふさわしく 1鋭く効果的で一気珂成の解決」

に信を置く。だが， 今日の経済世界には， 互いに反目し合い「将軍によって

『指揮され~， 将軍の望む方向に， 望む速さで一丸となって進むζ とはできな
ずイハトウ】

し、」勢力があまりに多い。 1慣性の 力 は巨大であるJ。だからシステ

ムの柔軟な地点に働きかけJ，硬直した地点での革新を間接的に誘導するのが

最良である。一一工業発展によって生じた失業者全員を再吸収するには適時に

¥ば，両者の類似性の方が際立つてくるように思われる。
21) L. Villari， op. cit.. pp. 256-72. Cf. L. Einaudi，“La fine del . laissez-faire' ?"， Riforma 

Sociale， nov.一dic.1926; Id.，“ 11 problema dell'ozio "， Cultura. genn. -marzo 1932 
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新しい財の需要を創出することが必要だが，失業者が失業手当に安住L，貯蓄

家が公債購入の方を選好している聞はこれは望めない。他方，新技術が徐々に

普及L，経済転換がゆっくりと生ずるときに， (進歩的グノレープが労働者に

「過度の賃銀や閑暇」を与えず，徐々に労働時闘を短縮し日給を上げるから〕

新技術の利益が最大になり， (進歩的グループへの漸次的な労働者流出により

停滞的グノレ プが同じことを徐々に余儀なくされるから〉新技術の雪が最小に

なる。失業禿生に対する iW穏当な』科料〈失業手当，公共事業税，労働時間

短縮)jはう租税配分の一般的墓準〔応能原則〕に沿って割り当てられるのが

上し、。

エイナウデ川丸さらにつぎの批判を付け加えた。アニェッリは大量失業の

原因を誤解している，多数の失業のうち技術的失業は「最も微々たるもの」で

あり，しかもそれは病気でな〈て「成長熱j i活気と健康の所産」である，

「人間の愚かさJ i精神の病い」から生まれた他の種類の失業こそ重大であり，

7ニェッリ捉言 (r技術的治療法j)はそうした精神の病いを癒すのに適してい

ない，と。これを受けて，またとりわけ第二書筒でのアニェッリの反論 (iリ

フレーシ g ン」の主張〕に触発されて，続< w私のプランはケインズのそれで

はなI.'~では，ケイ Yズ『繁栄への道] (1933年)を早々と紹介し批判した加。

ユイナウディはまず，日下の恐慌の原因を②大戦と「これにより人間の精神

に植えつけられた病い，つまり寅欽，成金齢、望，辛い仕事に耐えられない心，

禁欲し節約することができなレ ιと，労苦の果実をじっと待つ乙とに耐えられ

ない心J，ED i偏狭なヨショゴリズムの精神(アニェッ日宛書簡では「ちっぽ

けで貧しい閉鎖市場の創造主で，愚かにも人為的な工業の創出を口指す勝ち誇

った極端なナシ d ナ甘ズムJ)，②ロシアや中国やイ γ ドにおける「たとえ共産

主義とか外国人排斥とかガンジー主義とかの新しい形態をとろう主も J r宗教

的な幻賞j，に求めるのこれにより，ケインズが立瑚する第ーの前提 r頭脳

的創意の，つまりすでに存在している資源や技術的手段を活用するのに必要な，

22) L. Einaudi，“ 11 mio piano non e quel10 di Keynes "， in L. Villari， op. cit.， pp. 279-98 
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決断と意志の働きを導きだすべき動機の機能上の欠陥」が恐慌の原因だ左する

見方が否定される。ケインズは t呪術師になり魔法と同じ技で魔法にかけら

れた状態〔ベシミスム，無気力〕を直す」ことを欲する医師に仕立てられる。

ついで，恐怖長期化田原因を一部の価格の下方硬直性 i法律なり長期契約

なり社会集団間の硬直した和議なりで固定された価格(それぞれ租税，公債・

民Fc'債の利子，給与・郎防」に求める。これにより，ケイジズが立脚するもう

つの前提再び利潤を創出し，再び企業者の自発的行動にイ γセンティず

を守えるには，国家の公共事業が最初の刺激とな旬，ついで全般的物価水準の

高騰が役立つ」正いう見方が否定される。エイナウティは，公共事業の恐慌対

策 kしての意義は否定しない。 ζの部分に限れば「ケインズ思想、は古典理論の

再説である。J i景気循環曲線が景気の底から再び頂上目指して上昇し始める

ときには公共事業を統行すべきでないということが適宜に慎重に配慮されるな

らば，古典理論はケイ γ ズ思想と協調的でさえある」加。しかし，エイナウデ

ィによれば i利潤の欠乏は，低物価に由来するのではなく，価格が互いに不

均衡であるというまった〈別のことに由来する」。しかも，この不均衡を計量

L，生産費削減や噌好の変化による物価下落と区別する手段は存在しない。ケ

インズやソノレター卿の提案する信用イ γ フレは i中央銀行貸付の少量ずつの

拡大であれ，国際的な紙幣の洪水による卸売物価のりフレーションであれJ，

価格群間の不均衡を増大させ，恐慌の清算を妨げるであろう。

エイナウディにとって，経済停滞や失業は新たな価格均衡に至るまでの「過

渡期」の必要不可欠な費用であった。しかもイタリアの場合，失業者の大部分

は農業に吸収されよう 2ヘ貨幣数量 定の中立貨幣政策こそ目指されな阿れば

23) 192~年のイギリス「大蔵省見解」に最も忠実であった国はファシズム治下町イタリアであった

と言うにともできょうが，スラッファ白師エイナウディはピグ らがケインズとともに公共事業

計画を支持したことをよ〈知っていた。なお，早坂忠「ケインズの社会思想と国家観JW季刊現
代世済』日号， 66-69ページかそうした事情を知るうえ亡参考になる。

24) ェイナウディは1926年1;)降， これを強調してきた。 1931年には，皆働裁判所による賃銀裁定が
もともと非現実的な「完全自由競争」の理想に現実を近づけるものとしてこれを歓迎した。位は

7~.品島 -μ〆，

「経諦的特椎の責自創iI造?亨ドJナた」る国家介入 (σ「指導J)には反対するが'経済行為主体D権利を対等ノ
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ならなかった。彼は同論文でウィーン学派を称揚L， F'マハルプのつぎの主

張を引用する。，公定歩合の急速な引き下げは，明らかに恐慌を長びかせるに

適した手段である。J 1景気上昇局面で公定歩合の引き Fげが遅れ〔したがっ

て恐慌を深刻化し〉た場合，景気下降局面での公定歩合引き下げの遅れは不況

期間を短縮するJ'目。そしてι イナウディはこう結ぶ。，戦後の社会混乱の原

因は，大戦自体でな<，必然的でないのにこれに随伴した通貨インフレーショ

ンであったJ2R'。その収束から10年ほどしか立 3ていないというのに 11世

紀に 1回の間隔でしか繰返されなかった」紙幣の実験をいままた繰返すことは 2

「西洋文明の崩壊を意味するかも知れない。」

エイナウディが送った合同l士，金融・財政当局に直ちに受けいれられたm 。

その高官 4古典的経済自由宅義者であった。 1931年 3月28日のイタリア銀行

(総裁は財務官僚出身のv.アッゾリーニ)報告が世界恐慌を一過生のものと

捉え，イタリ 7経済の「自由化・開放化」の推進を説いたのは象徴的である。

そうした立場は，ここにエイナウディを介して，同年10月25日にナポリで「世

界恐慌は，経済的危機であるだけでなしいまやとりわけ精神的，道徳的危機

である」と言明し「人民の中に入れ」と訴えたムヅソリーェの立場と調和する

に至った。たしかに， 1931年まで5.9%(年平均)に据え置かれていた公定歩合

は1932年に5.5%，33竿に3.8%，34年に3.1%に引き下げられるが，しかし，卸

売物価指数動向を勘案した実質〔事後〉公定歩合はずっとヨーロッパ最高の部

類に属する (34年の4β%はまさに最高〕。国家財政赤字の累増のなかで緊縮に

、にL'特定市場に法的形式を賦与する」国家介入(，規制J) は彼にとり自明の前混であった。
L. Einaudi，“Le prerne田 edel salario dettate dal giudici "， Riforma Sociale， maggio-giu. 
gno 1931， p. 316. Cf. A. Gramsci. op. cit.， pp. 1257-58 

25) F. Machlup，“ ZUT Frflge dp.r Ankurbelung durch Kreditpolitik"， Zeitschrift f前

Nationalo恥nom同 vol.IV， pp. 398-404 
26) L. Einaudi， La C(J叫'ottaeco即 micae gli cffctti dclla gucrra italiana， Bari 1933 はその

解明に力点が置かれた。(西 VイツにおけるヴェーラーD仕事に蝕発され)1887年に「イギリス
型」と「ドイツ型」への西欧社会発展町分岐白出発点をみ，同書1rエイナウディりそうした視
点に立ったョ ロッパ史論・ファシズム論の到達点とみなすりカ九R.Vivarel1i， Il fallime叫o
del liberalitmo， Bologna 1981， pp. 163-34ι 

Z竹島1.Marconi， La politica monetaria del fa$cismo， Bologna 1982， pp. 127-168 
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よる財政均衡がいよいよ最優先され，かつ32年から景気は上昇局面に入ったと

みなされて，公共事業計画ほ縮小される。いかに政治的選別が強化されたとい

っ℃も 1西洋文明の危機J (都市化と出生率の低下)に抗する切り札たるべ

き総合開墾事業もまた縮小・再検討を余儀なくされたことは，これまた象徴的

な出来事であった加。

IV 1934年初頭の新しいアニェ yリ提言

一一結びに代えて

世界的な保護貿易主義の舟進とドル，ポ Y ド，円の切り下げ一一「不落と考

えられた通貨の相次ぐ暴落J (アニ ιyリ〉により輸出雑が強まり，また投資

が進まず，イタリア経済は1934年に入ってもなお不況に暢いでいた。他方，協

同体設置法案が遂に上提され. 2月に可決きれる。そうしたなかで，アニヱツ

リは『リフォノレマ・ソチャーレ~ 1・2月号に論文『輸出回復のために』を発

表し，①新たに採用さるべき通商政策と②そのための制度的措置に関して，つ

ぎの提案を行った。

①「つぎの三角関係から脱却する ζ とが絶対に必要である。 1) [必要最小限

の原料・半製品輸入の支払いを確実にするために〕最小限の商品を輸出しなけ

ればならない。 2)外国の消費者界が受けいれうる最低価格，むしろそれを幾分

下回る価格で，これを輸出しなければならない。 3)生産費削減の努力がたとえ

精力的に行われてもー←勤労者の生活水準を引き下げないという社会的必要性

や，やっとのことで賃銀，給与，借地借家料.fU子，租税の均衡が得られたγ

五テムをι主Gi語占lL-在C、Lふろ金会占由主t1Eを考えれば それは多くの場

合，輸出商品の生産費を望ましい水準に下げることができない。私は，近年の
しる

実践によって標された道に沿っ亡，まずもって輸出助成金，輸入割当制，清算

協定に基づく貿易，の措置を詩ずる以外に出口はないと考える。」

28) R. De Felice， op叫.pp. 135-54， 163-78; G. Toniolo， L'economia deU'Italia fascista， 
Bari' 1980， pp. 187-95. 
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①そのための「基本装備は ー・いままで財務省や協同体省で事にあたってき

た通商条約関連部局や関税局によって与えられるであろう。しかし これら

の部局はその官僚制的性質の故に，何よりも情報収集・行政機関とみなされな

ければならない。血肉 (parteviva) は当事者団体つまり輸出入業者団体によ

って与えられなければならないであろう。・ 名称はどうでもよいが， c国家

を代表する官吏と工業家・商人の代表とで混成される〕 ζの協同体輸出部局は

〔輸出に係わる経済計画の全般的指令を決定すべきJ r特定製品に係わる経済

活動の規制のための諸協同体委員会~ c協同体設置法第6条〕の決定を実行す

る機関と理解されてよい。J29)

グリフォーネが述べたとおり協同体制度に基づく外国貿易の全般的統制J

の構想を最初に打ち出したのは，まさしくアエ E ッリであコたJ'ω。L-かも，

上院議員とはいえ一民間人の提案にすぎず，内容上もドイツにおけるジャハト

の「新計画J (1934年 9月〉に及びもつかないが， 時期の点だけでいえばこれ

に先立つ。しかし，その論理において特徴的なのは，強調を付した 2点であるo

彼はこの時点では，つぎのように「リラ切り下げの便宜性と可能性を否定す

る」。第一に「通貨切り下げは悪魔のゲーム (giocodei mattoni)である」。第

二に「金本位グノレープに属する国」が通貨相場を改訂しうる場は「国際通貨会

議の場」でしかない。ロンド γ国際経済会議(1933年 6月〉が失敗に終わった

いま， 1一種の国際通貨の創出ないし少なくとも各国通貨の固定相場制」とい

う理想からほど速い地点にいる。残るは“古典的な"生産費削減の道か， 1近

年の実践によって標された道」か，二つに一つ。だが，前者の道はとれない。

それはとりわけ 13年にわたり恐慌を体験し」価格均衡がようやく達成され

たし、までは 1その他の所得」を同時に引き下げない限り賃銀の全般的引き下

げは実施できないし〔こり連動に彼は反対な叩である]，そうした措置は肝腎

の賃銀に対し「殴昧で分散的な」効果しか及ぼさず， (通貨が60%も暴落し，

29) G. Agnelli.“Per la ripτesa delle esportazioni "， in L. Vil1ari， op. cit.， pp. 2D9 312. (と
〈に pp.305-06， 312)ー

30) P. Grifone. Il capitale finanziario 同 Italia，TorillO 19712， p. 119 
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日給水準がイタリアの 19 リラに対し 3~5 リラという〕日本の競争に太万打ち

できないからである8130 こうしたかたちで1932年提言(その骨格〉が継承され

る。ただし，彼の反対したこの措置は 2ヶ月後に実施されるが。
《樫り

「血肉は Jの{牛に対L， 当時の財務相ユソグは， そうなれば i[j当事者

団体』に，国家は白紙・無記入の小切手を渡すことになろう /J とのコメン卜

を残した，，)。たしかにアニエッリはいう i協同体的官庁は，金属や棉花や羊

毛や軟性ゴムを必要とする国内の消費者が，市目や綿の織物，野菜・果実， 白動
νターム

事を生産することによってιれらを購入するための媒体にすぎなしつ. r政権が

っ〈りだした組合・協同体組織によって，白~t~尋すなわち主主ゐ由会会'*圭会

の形式主義や業務渋滞に陥ることなく集団的貿易体制lを組むことができる J33)

と。しかし実際に，当の ='../;1'によって 5月初日に為替取引管理が着手きれ，

ブルガロア (4月).ルーマニア(日月). ドイツ (9月)との聞に清算協定に

基づ〈貿易体制が築かれる。 1935年 5月に貿易外貨管理庁が設置され工業総連

盟の幹部F・グアノレネーリがその長官に就任すると，輸出計画や輸入割当は工

業家の組合組織によって直接指導されることになろう。 1932年提言(その内奥

の要求〉は，ここにその果実を見出すことになる。
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